
土木工事現場必携の
改定概要

（R8. 4. １改定）
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第１章 一般事項
1－4 工事等の施行

（5）建設業法等による工事現場への掲示

掲示するもの ：熱中症による重篤化を防止するため
の実施手順を含めた緊急連絡体制表

掲示場所 ：工事関係者の見やすい場所
対象工事等 ：全ての工事（ただし、明らかに

WBGTが28度以上または気温が31
度以上とならない期間での作業を行
う工事においては対象外とすること
ができる）

摘 要 ：労働安全衛生規則第612条の2
熱中症を生じるおそれのある作業

土木工事現場必携の主な改定点
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追 加



第２章 書類関係
3．請負代金内訳書(様式22)

土木工事現場必携の主な改定点
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改 定

第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

土木工事現場必携の主な改定点
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改 定



第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（８）緊急時の体制及び対応】

土木工事現場必携の主な改定点
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また、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合の臨機の
措置を記述する（標準仕様書1-1-33 16-2. 南海トラフ地
震臨時情報発表時の対応について を参照）ほか、作業員の緊
急避難場所（避難経路を含む）を現場に明示する。

加えて、熱中症における緊急連絡体制を記述するほか、工
事関係者の見やすい場所に明示する。ただし、明らかに
WBGTが28度以上又は気温が31度以上とならない期間で作
業を行う工事においては対象外とする。

追 加

第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（８）緊急時の体制及び対応】

土木工事現場必携の主な改定点
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(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置
南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、次の確認を

行い、必要な保全措置を講じる。
① 作業員や必要に応じ第三者に情報伝達するとともに、避難場所や避難経路等の緊急避難措置の再確
認を行う。
② 工事中の構造物及び仮設構造物に対し、必要な補強・落下防止等の保全措置が実施されているかの
確認を行う。
③ 海岸堤防や河川堤防を掘削する工事など、有事の際に甚大な被害を及ぼす可能性がある工事を行っ
ている場合は、その対応について早急に監督員と協議する。

(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置
※本工事の施工条件及び施工内容を踏まえ、第三者及び現場
内の安全確保に係る保全措置並びに、津波避難を含む作業員
等の安全確保に関する事項について記載する。

改 定



第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（８）緊急時の体制及び対応】

土木工事現場必携の主な改定点
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(ｴ) 熱中症における緊急連絡体制
※ 各々の現場の実情に合わせた熱中症による重篤
化を防止するための実施手順を含めた緊急連絡体
制を記述する。なお、工事関係者が見やすい場所
に掲げるものであるため、別紙として添付しても
よい。

追 加

第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（９）交通管理】

土木工事現場必携の主な改定点
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(ｳ) 特殊車両の通行
（１）運搬計画
（２）特殊車両の運行の確認を次のとおり行う。
①通行許可証による確認。（通行許可申請は、手続き期間を
考慮して申請する。）
②運搬資機材毎に出発地点、走行途中、現場到着地点におけ
る写真（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可
能な写真）による確認。
③通行許可が時間指定の場合は、運行時間が確認できる記録
紙（タコグラフ等）による確認。

削 徐



第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（11）現場作業環境の整備 】

土木工事現場必携の主な改定点
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〈作成例〉
熱中症対策について、以下のとおり実施する。
・冷蔵庫の設置
・製氷機の設置
・日除けテントの設置
・ミスト扇風機の設置 等

実施期間：令和○年○月○日～令和○年○月〇日

追 加

第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

７．施工計画書

【（14）その他 】

土木工事現場必携の主な改定点
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〈作成例〉
ウィークリースタンスの取組について

本工事においては、受発注者間で確認・共有した以下の内容について、相互に協力し、取り組
むものとする。なお、緊急を要する場合等やむを得ない場合はこの内容によらず対応し、現場状
況により柔軟に対応するものとする。

(1) マンディ・ノーピリオド ：休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日から外す。
(2) ウェンズディ・ホーム ：ノー残業デー（水曜日等）は定時の帰宅に心がける。
(3) フライディ・ノーリクエスト：休前日（金曜日等）の依頼は控える。
(4) イブニング・ノーリクエスト：勤務時間終了間際、および勤務時間外の打合せ・現地立会

は避ける。
(5) ミーティング・1アワーリミット：打合せの時間は1時間以内を基本とし、効率的・効果的

な打合せの実施に努める。（ＤＸの効果的な活用など）
(6) 作業内容に見合った期限の設定：適切な作業時間を確保した期限を設定する。

※「建設部門ウィークリースタンス実施要領（工事）」に基づき、受発注者間で確認・共有した
内容を記載するものとし、工事の内容にあわせて適時修正して記載する。
（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/ws.html）

追 加



第２章 書類関係
2－2 書類作成の手引き

20．工事記録

土木工事現場必携の主な改定点
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工事記録は具体的な作業内容について、日報等
（任意様式)で記録すること。なお、監督員から請求
があった場合には、速やかに提示すること。

具体的な作業内容については、会社で使用してい
る日報等（任意様式)に記録すること。なお、監督員
から請求があった場合には、速やかに提示すること。

改 定

第３章 施工管理
3－3 施工管理表

（2）段階確認及び施工状況把握

土木工事現場必携の主な改定点
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追 加

細別 確認時期 確認項目 確認の程度

設置位置 設置位置墨だし時 照明設備の位置 1回／1施設

点灯試験、照度測定 試験、測定時 設計照度との対比 1回／1工事

接地極の設置
床掘部埋戻前（打込式
にあっては打込作業過
程）

接地極の位置
（深さ）

1回／1工事

接地抵抗の測定 試験結果報告書提出時 接地抵抗値 1回／1工事

種別

照明設備工

接地設置工

上記以外の電気通信設備工においては、「電気通信設備工事共通仕様書」によること。
機械工においては、「機械工事共通仕様書（案）」によること。



第３章 施工管理
3－3 施工管理表

（3）施工管理表

土木工事現場必携の主な改定点
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追 加

第４章 書類関係
4－5 検査の実施

20．工事記録

土木工事現場必携の主な改定点
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2．中間検査
また、契約金額が１件250万円以上の建設工事を対

象とし、指示票にて行う工事、主たる内容が草刈り等の
役務提供工事及び交通安全Ⅱ種工事は対象外とする。

2．中間検査
また、契約金額が１件500万円以上の建設工事を対

象とし、指示票にて行う工事、主たる内容が草刈り等の
役務提供工事及び交通安全Ⅱ種工事は対象外とする。

改 定



第５章 各種様式
5－1 契約関係様式

・施工監理担当者について（参考様式）

土木工事現場必携の主な改定点
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追 加

第５章 各種様式
5－3 施工関係様式

・創意工夫･社会性等に関する実施状況

土木工事現場必携の主な改定点
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追 加

 □創意工夫 □施工

□その他

17.特殊な工法や材料を用いた施工

32.建設キャリアアップシステムの活用

18.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた施工

16.遠隔臨場を実施した工事

自ら立案実施
した創意工夫
や技術力



第６章 資 料

以下の資料を改定

・土木工事監督要領

・施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き

(案) 第16 版

・土木工事安全施工技術指針

・建設工事等検査要領

・土木工事検査基準

・建設工事成績評定要領

・建設工事成績評定結果閲覧要領

土木工事現場必携の主な改定点
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改 定


